
 

提出意見及び県の考え方 

 

 意見の内容 意見に対する県の考え方 

１ 平成17年度28群1,500頭 平成27年

度50群2,000～4,000頭 この数字は信

ぴょう性に欠けるように思われる。 

平成27年度の生息状況については、調査デ

ータを基に修正しました 

２ 図１は「群れ分布（2005年度調査）」

の一方、図２は「加害群出没集落（2015

年度調査）」となっております一方、本文

中では、双方とも「群れ数」「生息数」の

記載があります。 

可能であれば状況比較のための図面は

同内容のものを御提示願います。 

調査が進捗し、「群れ分布」に統一しました。

ただし調査内容に相違があるため、同内容では

ありません。 

３ 現状を地図・表等も使用して提示頂い

ておりますが、分かり難い表記になって

いると思われます。 

地域性が重要となるものは地図を使用

しての表記を御願い致します。 

計画策定において、重要な群れ分布や群れの

加害レベル分付図は地図上に示しています。関

連する背景指標については、地図上への表示は

省略します。 

４ 平成22年から 26年で2,465頭捕獲し

ているにも関わらず、「1,500頭が4,000

頭に増加」しているという実態をどう認

識するかが問題です。 

サルは、群れを形成し行動する特性があり、

人里に出没し、被害を与える群れも 

あれば、山奥で生息し、害を発生させない群

れもあります。 

また、むやみに捕獲した結果、群れの分裂・

拡散を招き、農林業被害等を拡大させる場合が

あります。 

このため、本計画では、捕獲頭数を目標とせ

ず、加害群の加害レベルを逓減させ、被害のな

い状態（レベル０）を目指します。 

具体的には、群れごとに加害レベルを評価

し、レベルの高い群れを中心に適正な捕獲を行

うとともに、被害防除対策を併せて実施するこ

とで、目標の達成を図ります。 

５ サルの保護すべき個体数が何群、何頭

かを科学的に決め、その頭数まで集中的

に殺処分する。 

６ 『集落ぐるみでの追い払いや、複数の

対策を組み合わせた総合的な被害対策

（略）に取り組んでいる自治体は少ない』

と指摘しているのであれば、対策として

これら対応に取り組む自治体を増やす対

応施策を盛り込むべきでは、と感じます。 

 

ご意見を踏まえ、被害防除対策の項目におい

て「総合的な被害防除対策の普及啓発」の記載

に変更しました。 

７ 計画運営方針（進捗確認・方針再検討

方法・検討時期 等）が明示されてない

と思えます。（P8に「フロー」の記載が

ありましたが、実施主体・実施頻度/期間

本計画は、捕獲事業の実施計画ではなく、 

サルの被害をなくすための管理の方法論を示

したものです。関係市町等との連携協議会を

設置し、各機関で実施されている対策を、本



 

の記載はないと感じます。） 

これでは期間最終時点で『できません

でした』報告だけ、となるのではと危惧

致します。 

経営運営方針等具体的に明示の上意見

再募集願います 

計画に沿って実施することで、加害群の加害

レベルの０を目指すものです。 

また、計画終了時に実行状況等を評価し、課

題は次期計画に反映することとなります。 

なお、意見の再募集は考えておりません。 

８ 所々に「市町との役割分担」という記

載が見られるのですが、本文を読んで見

てもどの様に「役割分担」を行うのか明

記されていない気がします。 

分担内容を明記する必要を感じます。 

９ 当件の内容は地域性専門性の高いもの

となっていると考えます。 

県民からの意見募集の他に、住民・関

係者・専門家からの直接の意見聞き取り

当の実施を御願い致します。 

計画の策定に当たっては、市町や関係団体等

の意見を聴取するとともに、学識経験者や関係

団体等で構成する山口県自然環境保全審議会

鳥獣保護部会やサル対策検討会で審議を行っ

ています。 

10 当案件資料10頁強の案件であります

が、本来ならば意見作成の為には関係計

画・諸施策も確認すべきであると考えま

す。 

そのような意見募集を年始から、意見

募集期間が重なる案件が他に１０案件あ

る中、通常のパブリック・コメントと同

様の１ヶ月間の期間設定は短いと感じま

す。 

資料再提出の上での期間延長又は意見

募集の再実施を求めます。 

本パブリック・コメントは「山口県パブリッ

ク・コメント制度実施要項」に基づき実施して

おり、期間延長等は考えておりません。 

なお、いただいたご意見は、今後のパブリッ

ク・コメントを実施する際の参考とさせていた

だきます。 

11 今回の意見募集の広報・記事扱いが実

際どの程度あったのか、後々「広報が十

分なされたか」を判断する為にも、「県の

ホームページ＝県行政に関心又は用事が

ある県民が参照する媒体」ではなく、一

般県民が広く目にする新聞にどう広告掲

載した/記事掲載したのか『具体的（媒体、

掲載日、大きさ）』に提示してほしい 

本パブリック・コメントの実施については

「山口県パブリック・コメント制度実施要項」

に基づき、１月４日に報道各社に発表しまし

た。 

また、１月１４日の山口新聞、中国新聞及び

サンデー西京の紙面で、実施に係る広報を行っ

ております。 

12 可能であれば年次把握が誰でもし易い

ように年代は元号西暦併記いただけたら

幸いです。 

年代表記は、原則として元号としています。 

 


